
　

田
原
市
に
１
年
以
上
外
国
人
登
録
を
さ

れ
て
い
る
高
齢
者
や
障
害
者
の
方
で
、
公

的
年
金
な
ど
を
受
給
さ
れ
て
い
な
い
方
を

対
象
と
し
た
給
付
金
制
度
で
す
。

▼
対
象
＝
障
害
基
礎
年
金
・
そ
の
他
公

的
年
金
な
ど
未
受
給
の
方
の
う
ち
①
大
正

15
年
４
月
１
日
以
前
の
出
ま
れ
の
方
②
昭

和
57
年
１
月
１
日
（
基
準
日
）
に
日
本
国

内
で
外
国
人
登
録
を
さ
れ
、
基
準
日
以
前

に
20
歳
に
達
し
て
い
て
、
身
体
障
害
者
手

帳
１
・
２
級
所
持
者
、
療
育
手
帳
Ａ
判
定
、

精
神
保
健
福
祉
手
帳
１
級
に
該
当
す
る

方　

▼
支
給
額
＝
①
月
額
１
万
円
②
月
額

２
万
円
／
所
得
に
よ
っ
て
支
給
制
限
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す　

▼
申
請
方
法
＝
福

祉
課
に
て　

▼
詳
し
く
は
直
接
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い

▼
福
祉
課
5
23
局
３
５
１
２

　

愛
知
県
で
は
、
30
歳
未
満
の
方
の
就
職

を
支
援
す
る
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

▼
日
時
＝
毎
週
月
〜
金
曜
日
の
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時　

▼
場
所
＝
ヤ
ン
グ
・

ジ
ョ
ブ
・
あ
い
ち　

▼
内
容
＝
就
職
に
関

す
る
情
報
提
供
、
職
業
適
性
診
断
、
キ
ャ

リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
各
種
職
業
セ
ミ

ナ
ー
、
職
業
紹
介
な
ど

▼
ヤ
ン
グ
・
ジ
ョ
ブ
・
あ
い
ち
（
名
古

屋
市
中
区
栄
四

－

１

－

１　

中
日
ビ
ル
12

階
）
5（
０
５
２
）２
６
４
局
０
６
６
７

　

http://w
w
w
.pref.aichi.jp/yja/

▼
愛
知
県
産
業
労
働
部
就
業
促
進
課

5（
０
５
２
）９
５
４
局
６
３
６
６

▼
日
時
＝
毎
週
月
〜
金
曜
日
の
午
前
10
時

〜
午
後
4
時　

▼
場
所
＝
名
古
屋
法
務
局

豊
橋
支
局
人
権
相
談
室　

▼
内
容
＝
人
権

に
関
す
る
相
談
な
ど
／
人
権
擁
護
委
員
が

常
駐　

▼
相
談
方
法
＝
電
話
・
面
談

▼
名
古
屋
法
務
局
豊
橋
支
局
（
豊
橋
市
大

国
町
１
１
１
番
地　

豊
橋
合
同
庁
舎
内
）

5（
０
５
３
２
）54
局
９
２
７
８

　

身
体
ま
た
は
精
神
に
障
害
の
あ
る
方

が
、
軽
自
動
車
を
所
有
し
て
い
る
場
合
、

障
害
の
程
度
に
よ
り
軽
自
動
車
税
を
減

免
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
制
度
を

受
け
る
た
め
に
は
手
続
き
が
必
要
で
す
の

で
、
対
象
と
な
る
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
対
象
＝
①
障
害
の
あ
る
方
が
運
転
す
る

場
合
②
障
害
の
あ
る
方
と
生
計
を
同
じ
に

し
て
い
る
方
が
運
転
す
る
場
合
③
障
害
の

あ
る
方
の
み
の
世
帯
の
た
め
に
、
常
時
介

護
者
が
運
転
す
る
場
合
（
常
時
介
護
者
で

あ
る
証
明
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
）

▼
申
請
期
限
＝
５
月
24
日
（
火
）　

▼
詳

し
く
は
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
税
務
課
5
23
局
３
５
０
９

　

第
１
期
分
は
、
前
年
の
所
得
額
な
ど
が

確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
暫
定
の
額
を
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
平
成
16
年
度
の
医

療
保
険
分
と
介
護
保
険
分
、
そ
れ
ぞ
れ
５

分
の
１
を
合
わ
せ
た
額
と
な
り
ま
す
。

▼
税
務
課
5
23
局
３
５
０
９

　

固
定
資
産
税
の
算
出
の
基
礎
に
な
る
土

地
と
家
屋
の
評
価
に
つ
い
て
、
５
月
中
旬

に
発
送
す
る
固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書

と
あ
わ
せ
て
、
お
持
ち
の
土
地
と
家
屋
の

課
税
明
細
書
を
送
付
い
た
し
ま
す
。
内
容

を
ご
確
認
の
う
え
、
不
明
な
点
な
ど
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
登
録
さ
れ
た
価
格
に
つ
い
て
不

服
の
あ
る
方
は
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
に
対
し
、
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日

後
60
日
以
内
に
審
査
を
申
し
出
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

▼
税
務
課
5
23
局
３
５
１
０

　

田
原
市
で
は
、
中
心
市
街
地
の
整
備
に

伴
い
、駅
前
広
場
を
含
む
「
田
原
駅
南
線
」

を
都
市
計
画
道
路
と
し
て
追
加
す
る
手
続

き
を
進
め
て
き
ま
し
た
が
、
３
月
１
日
付

け
で
法
的
手
続
き
が
終
了
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
関
係
図
書
の
縦
覧
は
都
市
計
画

課
で
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
都
市
計
画
課
5
23
局
３
５
２
３
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国
民
健
康
保
険
税

軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度

都
市
計
画
道
路
の
追
加

固
定
資
産
税

　

課
税
明
細
書
の
送
付

人
権
相
談
窓
口

田
原
市
在
日
外
国
人

　
　
　

福
祉
給
付
金

就
職
相
談
窓
口




